
（質疑回答） 

令和６年10月15日 

 

あわら市子どもの遊び場基本設計業務に関する質問事項及び回答 

 

あわら市子どもの遊び場基本設計業務に関するプロポーザルについての質問事項及び回

答は次のとおりです。 

 

№ 受付日 質問箇所 質問事項 回答 

1 R6.10.11 実施要領 

4(2) 

大規模修繕等についてはプロポー

ザルの審査対象とならない」と記載

がございますが、今回の提案内容

に含まなくても良いという解釈でよろ

しいでしょうか 

 

お見込みのとおりです。 

2 R6.10.11 実施要項 

9(2)②イ 

任意形式とありますが、想定されてい

る枚数やレイアウトなどあればご教示

ください。 

枚数及びレイアウトについて想定して

おりませんが、プレゼンテーションに

おける説明時間等は評価要領２のと

おりとなりますのでご留意ください。 

 

3 R6.10.11 実施要項 

9(2)②イ 

「各エリア等の形状や色彩等が

確認できるデザイン案（パース

等）を 2種類以上提出すること」

とありますが、エリアごとに 2種

類という解釈でよろしいでしょ

うか。それとも子供の遊び場全体

で 2種類以上でしょうか。 

 

最小限度としては後者の解釈で問題

ありませんが、提案内容として「売り」

にするものは提出していただくようお

願いします。 

4 R6.10.11 基本計画 

P38(3) 

各エリアに記載されている設備

概要は必須条件でしょうか。  

（例）リフレッシュエリアの転落

防止柵、人工芝、植栽等  

日除けシェードなど 

 

想定しうる整備概要であるため、提案

内容によっては必須となるものではあ

りません。 

5 R6.10.11 基本計画 

P38(3) 

非日常エリアの対象年齢につい

てご教示ください 

基本計画P３７を参照ください。ただし

諸問題をクリアできる提案までを遮る

ものではありません。 

 

6 R6.10.11 基本計画 

P42 

「小さい子供が安心して遊べる

ように、低年齢向けのスペースを

基本計画P３７を参照ください。ただし

諸問題をクリアできる提案までを遮る



安全管理

考え方 

確保する」と記載がございます

が、各エリア内に低年齢向けのス

ペースを確保するということで

しょうか。若しくは、個別のエリ

アとして設けるという事でしょ

うか。 

 

ものではありません。 

7 R6.10.11 その他 

 

３Fの壁面について構造上、解体

可能な範囲をご教示ください 

 

後日、HPにアップいたしますのでご

参照ください。 

８ R6.10.15 参加資格

要件 

「運動施設や商業施設、又はそれ

らに類する施設」とありますが、

類する施設とは具体的にどのよ

うな施設ですか。例えば、コミュ

ニティセンターの運動を目的と

した多目的ホール及び講堂等は

含まれますか。その場合、延べ床

面積400㎡以上は施設全体で考え

ればよろしいでしょうか。 

 

本整備は分類が困難なものである

ため具体的な施設は回答致しかね

ますが、不特定多数の利用者を想

定した公共施設であれば問題ありま

せん。 

 

 


